
に経営者の関与が疑われる場合，監査役等とコミュニケーションを行い，監査を完了する

ため必要となる監査手続の種類，時期及び範囲についても協議しなければならない（240. 40）。

不正リスク対応基準は，「監査人は，監査の各段階において，不正リスクの内容や程度

に応じ，適切に監査役等と協議する等，監査役等との連携を図らなければならない。不正

による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には，速やかに監査役等に報告する

とともに，監査を完了するために必要となる監査手続の種類，時期及び範囲についても協

議しなければならない。（第二 17 監査役との連携）」としている。

監基報240が指示する是正等の措置（240. F39�2）や不正の疑い等（240. 40）に関する

監査手続は，アサーションの不正リスクに直接対応する監査手続（実証手続）である。

監査人は，不正に関連するその他の事項で，監査役等の責任に関係すると判断した事項

について監査役等とコミュニケーションを行わなければならない（240. 41）。このコミュ

ニケーション事項には，①内部統制と虚偽表示の可能性の経営者の評価についての懸念事

項，②内部統制の重要な不備および識別した不正に対する経営者の不適切な対応，③経営

者の能力と誠実性を含む，企業の統制環境に関する監査人の評価，④不正な財務報告を示

唆する経営者の行動，⑤通常の取引過程から外れている可能性のある取引の承認に関する

懸念事項，等がある（240. A61）。

このような経営者の資質や行動に関する監査役等とのコミュニケーションは，監査人が

監査役等の内部統制に対する監視を理解（240. 19）したり，実証手続を含む追加の監査

手続を検討するのに役立つ。したがって，リスク評価とリスク対応の両方に関連している。

⑶ 監基報250「財務諸表監査における法令の検討」

法令遵守についての質問

監査人は，財務諸表に重要な影響を及ぼすことがあるその他の法令7）への違反の識別に

資するため，企業がその他の法令を遵守しているかどうかについて，経営者及び適切な場

合には監査役等へ質問をしなければならない（250. 14）。内部統制の整備状況に関連する

質問であり，重要な虚偽表示リスクの暫定的評価に係わる監査手続といえる。

違法行為が疑われる場合の協議

監査人は，違法行為が疑われる場合，その事項について適切な階層の経営者および必要

に応じて監査役等と協議しなければならない（250. 19）。監査役等から追加的な監査証拠

を入手できる可能性がある（250. A19）ため実施するコミュニケーション（質問）であり，

財務諸表数値（アサーション）が関連する場合には実証手続となる監査手続である。

識別された違法行為のコミュニケーション

監査人は，監査の実施過程で気付いた違法行為またはその疑いに関連する事項を，明ら
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かに軽微である場合を除き，監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。ま

た，その違法行為またはその疑いが，故意でかつ重要であると判断する場合には，その事

項について，監査役等と速やかにコミュニケーションを行わなければならない（250. 22,

23）。違法行為が疑われる場合と同様に，実証手続となりうる。

経営者等による違法行為の報告

監査人は，経営者または監査役等の違法行為への関与が疑われる場合，当該者より上位

者等にその事項を報告しなければならない（250. 24）。これは，経営者等による違法行為

が疑われる場合の指示であり，アサーションに係われば実証手続となる。

このように，法令遵守についての考えや体制の質問は，内部統制を含む企業および企業

環境を理解するための手続（リスク評価手続）に該当し，識別された違法行為等について

の質問は，それが財務諸表に係われば，実証手続（リスク対応手続）と位置づけることが

できる。

⑷ 監基報265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」

内部統制の重要な不備の報告

監査人は，監査の過程で識別した重要な不備8）を，適時に，書面により監査役等に報告

しなければならない（450. 8）。監査役等に重要な不備を書面により報告することは，当

該事項の重要性を反映し，監査役等がその監視責任を果たすのに役立つ（450. A12）。

内部統制の重要な不備についてのコミュニケーションは，次年度以降の内部統制の改善

を促したり，次年度の重要な虚偽表示リスクの評価に影響を与える要因となるが，その年

度の監査業務に必要な監査証拠の性格や程度に影響を与えるものではないと考える。

⑸ 監基報450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」

未修正の虚偽表示の報告

監査人は，未修正の虚偽表示の内容と，それが個別にまたは集計して監査意見に与える

影響について，監査役等に報告しなければならない。未修正の重要な虚偽表示がある場合

には，監査役等が経営者に重要な虚偽表示の修正を求めることができるように，それを明

示して報告しなければならない。また，監査人は，監査役等に過年度の未修正の虚偽表示

の影響についても報告しなければならない（450. 11, 12）。

未修正の虚偽表示は，監査役等がその年度の会計監査人の監査結果を相当と認めるか否

かに関する重要な考慮事項であり，監査役等のガバナンスまたは財務報告に対する内部統

制（監視）の観点からは，重要なコミュニケーション（報告）である。十分かつ適切な監

査証拠を入手した後のコミュニケーションであるが，監査役等が修正を求めることがある
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ことからも，業務管理と実証手続の両方に影響を与えると考える。

⑹ 監基報505「確認」

確認に関する監査範囲の制約

監査人は，確認依頼の送付に経営者が同意しないことに合理性がないと結論付けた場合

又は代替的な監査手続から適合性と証明力のある監査証拠を入手できなかった場合，監査

役等に報告しなければならない（505. 8）。このコミュニケーション項目は，「監査上の重

要な発見事項：監査期間中に困難状況に直面した場合－経営者が監査人に制約を課すこと

（260. 14, A20）」に該当し，監査人は，監査役等へ報告するほか，監査の継続と監査意見

への影響を判断する（505. 8）。監査人の作業の範囲に関する制約は，監査契約の締結前

の確認事項でもあり（210. 5），このようなコミュニケーションは，監査証拠を入手する

監査手続にはならないと思われる。

⑺ 監基報510「初年度監査の期首残高」

初年度監査の場合の過年度の虚偽表示の報告

監査人は，期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示が

存在すると判断した場合，監査役等に報告しなければならない（510. 6，450. 11）。初年

度監査とは，監査人が初めて締結する監査契約であり，前年度の財務諸表が，①監査され

ていないか，②前任監査人によって監査されているもの（510. 3）をいうが，監査人は，

監査期間中に，当年度の財務諸表の期首残高，すなわち，前年度の財務諸表の勘定残高，

に虚偽表示があると判断した場合には，その事項に関し，前任監査人を含め三者間で協議

するよう会社に対し求めなければならない（⒃参照，710. 17）。監査人が監査を実施して

いるのは当年度の財務諸表であるため，その過年度の虚偽表示が，当年度の財務諸表に影

響を与えない場合には，この報告は，当年度の監査証拠を入手するためのものとはならな

いと考える。

⑻ 監基報550「関連当事者」

関連当事者取引についてのコミュニケーション

監査人は，監査期間中に発生した関連当事者に関連する重要な事項について，監査役等

とのコミュニケーションを実施しなければならない（550. 26）。コミュニケーションすべ

き重要な事項には，意図的かどうかにかかわらず経営者が監査人に開示していない関連当

事者又は関連当事者との重要な取引等が含まれる（550. A49）。関連当事者の開示の検討

に監査役等とのコミュニケーションは効果的であり，これは実証手続ということができる。
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⑼ 監基報560「後発事象」

後発事象の監査手続としての議事録の閲覧または質問

監査人は，期末日の翌日から監査報告書日までの期間を対象として，「期末日の翌日か

ら監査報告書日までの間に発生し，財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求され

る全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した

監査手続（560. 5）を実施しなければならない。その監査手続には，期末日後に開催され

た取締役会，監査役会等の議事録の閲覧，または，その会議で討議された事項についての

質問，が含まれる（560. 6）。監査役等とのコミュニケーションが後発事象に関する実証

手続の一部となっている。

財務諸表発行前の事後判明事実の協議

監査人は，監査報告書の翌日から財務諸表の発行日までの間に，事後判明事実9）を知る

ところとなった場合には，経営者（及び適切な場合，監査役等）とその事項について協議

し，財務諸表の修正等が必要かどうか判断等しなければならない（560. 9）。

財務諸表発行前の事後判明事実の不修正に対する通知

監査人が財務諸表の修正等が必要であると判断する状況において，経営者が財務諸表の

修正等を行わない場合には，既に監査報告書を企業に提出している場合，監査人は，経営

者及び監査役等に，必要な財務諸表の修正等を行うまでは，財務諸表を第三者に対して発

行しないよう通知しなければならない（560. 12）。

財務諸表発行後の事後判明事実の協議

監査人は，財務諸表が発行された後に，事後判明事実を知るところとなった場合には，

経営者（及び適切な場合，監査役等）とその事項について協議し，財務諸表の訂正が必要

かどうか判断等しなければならない（560. 13）。

財務諸表発行後の事後判明事実の不訂正等に対する通知および措置

財務諸表に訂正が必要であると監査人が判断しているにもかかわらず経営者が財務諸表

を訂正しない等の場合，監査人は，経営者及び監査役等に，財務諸表の利用者による監査

報告書への依拠を防ぐための措置を講じる予定であることを通知し，なお経営者が必要な

対応を行わない場合，その措置を講じなければならない（560. 16）。

監査人は，監査報告書日後に，財務諸表に関していかなる監査手続を実施する義務も負

わない（560. 9）ため，事後判明事実に対応する監査人の手続は，監査証拠を入手するた

めの監査手続ではない。

⑽ 監基報570「継続企業」

継続企業の前提の疑義についてのコミュニケーション
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監査人は，監査役等に，識別した継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況について，その事象又は状況が重要な不確実性を構成するかどうか，継続企業を

前提として財務諸表を作成及び表示することが適切であるかどうか等の諸点を含むコミュ

ニケーションを行わなければならない（570. 24）。コミュニケーション項目が「継続企業

の前提に関する注記」に直接関係しており，財務諸表開示に関する実証手続となっている。

⑾ 監基報600「グループ監査」

グループ統治責任者とのコミュニケーション

グループ監査チーム10）は，監基報260の要求事項に加えて，構成単位の財務情報につい

て実施する作業の種類の概要，グループ監査チームの関与の概要やグループ経営者等によ

る不正又は不正の疑いその他の事項についてグループ統治責任者とコミュニケーションを

行わなければならない（600. 48）。グループ統治責任者は，監査役等と異なることが多い

が，構成単位のガバナンスに責任を有する者とのこのコミュニケーションは，監基報260

と同様に，監査証拠の入手に係わる監査手続となると思われる。

⑿ 監基報610「内部監査人の作業の利用」

内部監査に依拠すべきでない状況

監査役等とのコミュニケーションが指示されていないため省略する（610. 14）。

監査計画への内部監査の組込み

監査人は，監査役等と，計画した監査の範囲とその実施時期に関するコミュニケーショ

ンを行う際に，内部監査人の作業の利用をどのように計画したかについてコミュニケー

ションを行わなければならない（610. 16）。内部監査の利用状況に関するコミュニケーショ

ンは，内部統制の理解（315. 11, 22）および運用評価手続の立案（330. 9）に係る手続の

一環と考えられ，重要な虚偽表示リスクの暫定的評価に関する監査手続となる。

⒀ 監基報701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」

監査上の主要な検討事項の決定

監査上の主要な検討事項とは，当年度の財務諸表の監査において，監査人が職業的専門

家として特に重要であると判断した事項をいう。監査上の主要な検討事項は，監査人が監

査役等とコミュニケーションを行った事項から選択される（701. 7）。法令により監査報

告書において監査上の主要な検討事項の記載が求められる監査11）においては，監査報告書

において監査上の主要な検討事項を報告しなければならない（700. 28）。

監査人は，①監査上の主要な検討事項と決定した事項，②監査報告書において報告すべ
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き監査上の主要な検討事項がないと監査人が判断した場合はその旨，に関して監査役等と

コミュニケーションを行わなければならない（701. 16）。

監査人は，監査役等とコミュニケーションを行った事項の中から，監査を実施する上で

監査人が特に注意を払った事項を決定しなければならない。その際，監査人は以下の項目

等を考慮しなければならない（701. 8）。

①特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価された領域

②見積りの不確実性が高いと識別された会計上の見積りを含む，経営者の重要な判断を伴

う財務諸表の領域に関連する監査人の重要な判断

③当年度に発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響

監査人は，監査を実施する上で監査人が特に注意を払った事項の中から更に，当年度の

財務諸表の監査において，職業的専門家として特に重要であると判断した事項を監査上の

主要な検討事項として決定しなければならない（701. 9）。

監査上の主要な検討事項は，監査人と監査役等（ガバナンスに責任を有する者）との双

方向のコミュニケーションに有効と考えられている（701. A61）。また，監査上の主要な

検討事項の監査報告書の記載内容には，「決定した理由および監査上の対応」が含まれて

いる（701. 12）ことから，アサーションとの関連性も強く，「特別な検討を必要とするリ

スク」が個別に対応する監査手続を指示してきたことと同様に，より慎重な監査の実施に

より，質的量的により相応しい監査証拠を入手するための監査手続となる。結果として，

監査報告の透明化とともに，リスク対応手続，特に実証手続の強化になると考えられる。

⒁ 監基報705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」

経営者による監査範囲の制約除去の拒否

監査契約を締結した後に経営者による監査範囲の制約に気付き，その制約を取り除くよ

うに要請した場合において，経営者が，その制約を取り除くことを拒否した場合，監査人

は，監査役等にその事項を報告するとともに，十分かつ適切な監査証拠を入手するための

代替手続を実施できるかどうかを判断しなければならない（705. 11）。

契約解除の事前報告

監査人は，経営者による監査範囲の制約により十分かつ適切な監査証拠を入手できず，

監査契約を解除する場合には，監査契約を解除する前に，監査の過程で識別した除外事項

の原因となる虚偽表示に関する事項を，監査役等に報告しなければならない（705. 13）。

開示に関する不適正への対応

財務諸表に開示することが必要な情報が開示されていない場合，監査人は，監査役等と

必要な情報が開示されていないことについて協議等しなければならない（705. 22）。
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除外事項付意見の事前報告

監査人は，監査報告書において除外事項付意見の表明が見込まれる場合，その原因とな

る状況と除外事項付意見の文言について，監査役等に報告しなければならない（705. 29）。

これらは，除外事項原因に対する対応を検討したり，その除外事項原因を監査契約解除

や限定意見等に反映する場合の事前の手続であり，追加的な情報を入手することもあるが，

十分かつ適切な監査証拠を入手するための監査手続とはいえないと考える。

⒂ 監基報706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」

追記情報に関する草案説明

監査人は，監査報告書に「強調事項」区分又は「その他の事項」区分を設けることが見

込まれる場合，その旨とその区分の文言の草案について，監査役等にコミュニケーション

を行わなければならない（706. 11）。追記情報に関する説明という監査報告のための手続

であり，監査証拠を入手するための手続として位置づけられるものではない。

⒃ 監基報710「過年度の比較情報－対応数値と比較財務諸表」

前任監査人の過年度の虚偽表示の報告

監査人は，前任監査人が以前に無限定意見を表明した前年度の財務諸表に影響を及ぼす

重要な虚偽表示が存在すると判断する場合，その虚偽表示について適切な階層の経営者及

び監査役等に報告するとともに，前任監査人を含め三者間で協議するよう求めなければな

らない（710. 17）（⑺参照，510. 6）。その前年度の重要な虚偽表示が，当年度の財務諸表

および比較財務諸表に影響を与えない場合には，この報告は，当年度の監査証拠を入手す

るものとはならないと考える。

⒄ 監基報720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に

関連する監査人の責任」

監査報告書日前の重要な相違の不修正に対する報告

監査人は，その他の記載内容12）を通読することにより重要な相違を識別した場合，監査

した財務諸表又はその他の記載内容を修正する必要があるかどうかを判断しなければなら

ない（720. 7）。その他の記載内容に修正が必要であるが，経営者が修正することに同意

しない場合，監査人は，監査役等にその事項を報告するとともに，監査報告書での取扱い

（重要な相違の記載（706. 7），監査報告書を発行しない），監査契約の解除などを行わな

ければならない（720. 9）。これは，監査上の重要な発見事項（Ⅳ４参照⑥）にも該当す

る（260. A24）。
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監査報告書日後の重要な相違の不修正に対する扱い

監査した財務諸表の修正又は訂正が必要な場合，監査人は，「事後判明事実」（⑼参照）

に関する要求事項を行う（720. 10）。その他の記載内容に修正又は訂正が必要であるが，

経営者が修正又は訂正することに同意しない場合，監査人は，監査役等にその他の記載内

容に関する監査人の懸念を知らせるとともに，適切な措置を講じなければならない

図表２ 監査役等とのコミュニケーションと監査リスクの監査手続

基準 項 リスク評価 実証手続 業務管理 備考

監基報260 12 ○ 監査人の責任

13 ○ 監査計画の概要と特検リスク

14 ○ 監査上の重要な発見事項

15 ○ 監査人の独立性

16 ○ 品管システムの整備・運用

品管報 1 29 ○ 監査チーム設定の伝達

監基報240 20 ○ ○ 不正把握に関する質問

37 ○ 契約解除の場合の協議

F39�2 ○ 経営者等による不正の疑い

40 ○ 不正に関する質問項目

41 ○ ○ 監査役等の責任項目

監基報250 14 ○ 法令遵守に関する質問

19 ○ 違法行為が疑われる場合

22 ○ 識別された違法行為

23 ○ 識別された故意違法行為

24 ○ 経営者等の違法行為

監基報265 8 ○ 内部統制の重要な不備

監基報450 11 ○ ○ 未修正の重要な虚偽表示

12 ○ ○ 過年度未修正の影響

監基報505 8 ○ 確認業務への制約

監基報510 6 ○ 初年度監査の過年度虚偽

監基報550 26 ○ 関連当事者取引協議

監基報560 6 ○ 議事録の閲覧質問

9 ○ FS発行前事後判明事実

12 ○ 事後判明事実の不修正

13 ○ FS発行後事後判明事実

16 ○ 事後判明事実の不修正

監基報570 24 ○ GC疑義についての協議

監基報600 48 ○ ○ グループ統治責任者協議

監基報610 16 ○ 計画への内部監査の組込

監基報701 16 ○ KAMの決定

監基報705 11 ○ 経営者の監査範囲の制約

13 ○ 契約解除の事前報告

22 ○ 不適正開示の協議

29 ○ 除外事項意見の事前報告

監基報706 11 ○ 追記情報の草案説明

監基報710 17 ○ 前任監査人の過年度虚偽

監基報720 9 ○ AR前重要な相違の不修正

12 ○ AR後重要な相違の不修正

15 ○ 重要な虚偽記載の不修正
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（720. 12）。

事実の重要な虚偽記載の不修正に対する扱い

監査人は，その他の記載内容に事実の重要な虚偽記載が存在すると判断したが，経営者

がそれを修正又は訂正することに同意しない場合，監査役等にその他の記載内容に関する

監査人の懸念を知らせるとともに，適切な措置を講じなければならない（720. 15）。

これらの手続は，監査対象外の事項について経営者が修正に同意しない場合に行われる

が，そのようなコミュニケーションは，監査証拠を入手するための監査手続ではない。

３ 監査役等とのコミュニケーションの監査手続のまとめ

図表２は，これまでに検討した監査役等とのコミュニケーションの監査手続について，

監査リスク・アプローチの観点からリスク評価，リスク対応（実証手続）および業務管理

に３分類してまとめたものである。

Ⅵ 監査役等とのコミュニケーションの監査手続の性格

これまでに検討した監査手続の分析から，監査役等とのコミュニケーションの中でも，

監基報が個々に指示する特定のコミュニケーションの監査手続（Ⅴ参照）は，契約を含む

監査業務管理上の手続，および，アサーションに直接対応する監査手続（実証手続）とな

ることが多いことがわかる。アサーションに直接対応する監査手続は，監査リスク・モデ

ルによるリスク評価に応じて監査手続（実証手続）の種類，範囲および時期を決定するの

ではなく，関連する監査役等とのコミュニケーションを端緒として，監査手続（実証手続）

の種類，範囲および時期を決定するような監査手法となるものである。

監査手続を特に指示するような実務指針等の公表物13）は，監査強化が特に求められる時

に発出されているが，監査手法としての整理は明確ではない。

このように見ると，アサーションに関連する監査役等とのコミュニケーションは，監査

リスク・モデルに基づいて適正性を立証するというよりも，適正性を欠く要素を発見する

ことに役立つ監査手続の性格が強いものと考えられる。

監査役等とのコミュニケーションの監査手続は，監査リスク・モデルに基づく監査リス

クの評価・監査計画の基本的な手続である（260. 13）が，むしろその特徴は，リスク対

応手続（実証手続）の強化にある。これは，監査上の不正対応から探索的な手続を増さな

ければならないような監査制度の現状も反映していると思われる。
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注

1）本稿では，監査基準委員会報告書を「監基報」と略称し，現行体系の監基報は（報告書番号.

項番）で引用・参照する。また，品質管理委員会報告書を「品管報」と略称する。「監査役等」

は，「監査役もしくは監査役会，監査等委員会または監査委員会」をいう（260. 1）。

2）外部監査と言われる監査人については，いわゆる大会社においては監査人が株主総会におい

て選任され，監査を担っていることなどにかんがみれば，監査人は，被監査企業のコーポレー

ト・ガバナンスの重要な担い手としても位置づけられる（金融審議会［2002］,【各論】2（1））。

3）会社法令は，次の略称により引用・参照する。会社法－法，会社計算規則－計規。

4）計算書類は，定時株主総会の承認を受けなければならない（法438②）が，これを適用せず，

定時株主総会の報告とする扱いを承認特則といい（法439），その要件を承認特則要件（計規

135）という。承認特則要件には，監査役会の監査報告に「会計監査人の監査の方法又は結果

を相当でないと認める意見がないこと（計規135二）。」があり，この明示のため，監査役会の

監査報告に，会計監査人の監査の方法及び結果が相当であったか，についての監査結果が付さ

れる。

5）国際監査・保証基準審議会（IAASB）の新起草方針案に基づく ISAの改正プロジェクトで

2004年に開始された。①目的（Objective）の記載，②要求事項（Requirements）と適用及び

その他の説明資料（Application and Other Explanatory Material）の区分記載等の基準文書の

構成変更がなされた。

6） https ://jicpa.or.jp/specialized_field/download/audit/contract/ 2020年８月17日閲覧。

7）企業及び企業が属する産業に対して適用される法令および財務会計に関連する法令以外の法

令をいう（250. 12（1）, A11）。

8）「内部統制の不備」および「重要な不備」の定義については，次のとおりである（265. 5）。

内部統制の不備：内部統制の不備は，①内部統制の整備及び運用が不適切であり，財務諸表の

虚偽表示を適時に防止又は発見・是正できない場合，または，②財務諸表の虚偽表示を適時に

防止又は発見・是正するのに必要な内部統制が存在しない場合，のいずれかの場合に存在する。

重要な不備：監査人が職業的専門家として，監査役等の注意を促すに値するほど重要と判断し

た内部統制の不備または不備の組合せをいう。

9）「事後判明事実」とは，監査報告書日後に監査人が知るところとなったが，もし監査報告書

日現在に気付いていたとしたら，監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実をいう

（560. 4）。

10）「グループ監査チーム」とは，グループ財務諸表の監査の基本的な方針を策定し，構成単位

の監査人とコミュニケーションを行い，連結プロセスに関する作業を実施し，グループ財務諸

表に対する意見形成のため監査証拠から導かれた結論を評価する，グループ監査責任者及び専

門職員をいう（600. 8）。

11）上場会社および会社法の大会社のうち一定のものが提出する有価証券届出書および有価証券

報告書等に係る監査証明に適用される。（監査証明府令. 4⑨, 3④）

12）「その他の記載内容」とは，監査した財務諸表及び監査報告書が含まれる開示書類のうち，

財務諸表及び監査報告書以外の法令等又は慣行に基づき作成された情報をいう。なお，その他

の記載内容には財務情報及び非財務情報が含まれる（720. 4（1））。その他の記載内容に含まれ
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る誤りには，「相違」と「事実の虚偽記載」がある。「相違」とは，その他の記載内容が，監査

した財務諸表に含まれる情報と矛盾していることをいう。「重要な相違」は，それまでに入手

した監査証拠から導き出した監査の結論や，場合によっては，財務諸表に対する意見表明の基

礎に疑問を抱かせる場合がある（4（2））。「事実の虚偽記載」は，その他の記載内容のうち，監

査した財務諸表に記載された事項と関連しない情報が，不正確に記載又は表示されていること

をいう。事実の重要な虚偽記載は，監査した財務諸表が含まれる開示書類の信頼性が損なわれ

ることがある（4（3））。

13）たとえば，日本公認会計士協会監査第一委員会報告「相対的に危険の高い財務諸表項目の監

査手続の充実強化について」（昭和63年10月４日公表，平成14年１月17日廃止），会長通牒「循

環取引等不適切な会計処理への監査上の対応等について」（2011年９月15日公表）等多く発出

されている。後者は，循環取引等が行われている場合に考えられる監査上の対応等から循環取

引等が疑われる場合において適切な対応をとるよう要請する通知であり，特定の虚偽表示リス

クに個別に対応するものである。
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